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In brief 

 
● 消費者庁によるアンケートによれば、不正発覚の端緒として最も多いのは従業員等からの内部通

報で、通報内容として最も多いのは職場環境を害する行為（パワハラ、セクハラなど）です。 

● 改正公益通報者保護法では、事業者に対し、内部公益通報に適切に対応するために必要な体制

の整備等を義務付けています。労働者の数が 300 人以下の中小事業者については、努力義務と

されています。 

● 事業者においては、従業員が安心して通報でき、また担当者が効率的に通報に対応できるよう、一

定の機能を兼ね備えた実効性のある内部通報体制の整備が求められます。 

 
In detail 

 
1. 内部通報制度とは？ 

社内不正は、往々にして内部の従業員からの通報をきっかけに明らかになります。2016 年に消費者庁が実

施したアンケート調査によると、社内の不正発見の端緒として最も多いのは、従業員等からの内部通報（通

報窓口や管理職等への通報）で、58.8％となっています。 

一般的に内部通報制度とは、不正を知る従業員等からの通報を受け付け、通報者の保護を図りつつ、適切

な調査、是正、再発防止策を講じる事業者内の仕組みを意味します。  

（1） 内部通報制度の意義  

公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドラインによる

と、事業者が実効性のある内部通報制度を整備・運用することは、組織の自浄作用の向上やコンプラ

イアンス経営の推進に寄与し、消費者、取引先、従業員、株主・投資家、債権者、地域社会等をはじめ

とするステークホルダーからの信頼獲得に資するなど、企業価値の向上や事業者の持続的発展にも

つながるものであるとしています。 

また、内部通報制度を積極的に活用したリスク管理などを通じて、事業者が高品質で安全・安心な製

品・サービスを提供していくことは、企業の社会的責任を果たし、社会経済全体の利益を確保する上で

も重要な意義を有するとしています。 

（2） 主な通報の内容  

前述のアンケート調査によると、通報窓口に寄せられる通報の内容は、「職場環境を害する行為（パワ

ハラ、セクハラなど）」が 55％と最も多く、次いで「不正とまではいえない悩みなどの相談（人間関係な
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ど）」が 28.3％、「会社のルールに違反する行為（就業規則違反など）」が 27.5％の順となっています。

内部通報制度を運用する上での課題や実務上の負担としては、「通報というより不満や悩みの窓口と

なっている」が、35.7％と最も多い回答となっています。従業員が内部通報制度の存在を知れば知るほ

ど、不満や悩みの通報が増えることが想定されます。とは言え、実効性のある内部通報制度を運用す

る上でまず重要なのは、通報しやすい環境を整備し、社内でその認知度を高めることです。その上で、

どういった内容が内部通報の対象となるのか、社内の研修や広報を通じて理解してもらうことが重要 
です。 

2. 公益通報者保護法の改正 

現行の公益通報者保護法は 2006 年に施行されましたが、その後も企業不祥事は後を絶たず、経営陣が

報道陣の前で陳謝する姿はもはや頻繁に目にする光景となっています。もしこれらの企業の内部通報制度

が有効に機能しており、もっと早い段階で問題に適切に対応していたら、このような事態は避けられていた

かもしれません。問題を早期に是正し、被害の防止を図ることの必要性から、2020 年 6 月 12 日に改正公

益通報者保護法が公布され、2022 年 6 月 1 日から施行されます。主な改正点は次のとおりです。  

（1） 通報者が通報を行いやすくするとともに、事業者が不正を是正しやすく 

改正法では、事業者に対し、内部公益通報を受け付け、寄せられる通報を調査し、是正に必要な措置

をとる業務に従事する者（公益通報対応業務従事者）を定め、内部公益通報に適切に対応するために

必要な体制の整備等を義務付けています。ただし、労働者の数が 300 人以下の中小事業者について

は、努力義務とされています。 

かかる義務履行の実効性確保のため、事業者に対して助言、指導、勧告を行い、事業者がその勧告

に従わない場合は、会社名を公表することができるという行政措置を導入しています。 

なお、公益通報対応業務従事者、または過去にそうであった者には、通報者を特定させる情報を漏らし

てはならないとの守秘義務を課しています。また、同義務に違反した場合の刑事罰を導入しています。 

（2） 行政機関等への通報を行いやすく 

改正法では、行政機関等への通報を行う際の保護要件を緩和しています。現行法では、通報対象事

実が生じ、またはまさに生じようと信ずるに足りる相当の理由がある場合、公益通報を行ったことを理

由とする解雇は無効とし、またその他の不利益な取り扱いをすることも禁止され、通報者は法に基づく

保護を受けます。しかし、通報者からすれば、通報内容が真実であると「信ずるに足りる相当の理由」

があることを判断・証明するのは容易ではありません。改正法ではこの要件が緩和され、通報対象事

実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料することに加え、行政機関等に通報者の氏名、住所、

通報対象事実の内容などを書面で提出すれば、保護要件を満たすことになります。さらに、行政機関

等に対し、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を義務付けています。 

同様に、改正法では、報道機関等、その他の事業者外部への通報を行う際の保護要件も緩和してい 
ます。  

（3）  通報者がより保護されやすく 

現行法では、保護される人（通報の主体）は、労働者であるとされています。改正法では、これに役員

および労働者であった者（退職後 1 年以内）も含むとしています。 
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改正法ではさらに、保護される内容（通報の内容）の範囲も広げています。現行法では、「通報対象事

実」とは刑事罰の対象となる法令違反行為としています。改正法では、刑事罰に加え、行政罰の対象と

なる法令違反行為も含むとしています。 

なお、現行法では、事業者による損害賠償請求を制限する規定はありません。改正法では、公益通報

によって損害を受けたことを理由として、事業者が公益通報者に対して賠償を請求することはできない

とする規定が設けられています。  

3. 実効性のある内部通報制度 

内部通報の受付方法としては、電話、メール、ウェブサイトなど、さまざまな手段が考えられます。事業者が

内部通報制度を新たに導入、または既存の制度を改善するにあたっては、従業員が安心して通報でき、ま

た通報を受け付ける担当者が効率的に対応できるよう、一定の機能や特長を備えた体制を整備する必要が

あります。   

（1） 扱いやすいこと 

内部通報の方法は、分かりやすい、使いやすい、コミュニケーションがとりやすい、情報を収集しやすい

ものであるべきです。通報者が自身の氏名等を明かしたくない場合には、匿名も選択できるようにする

必要があります。匿名の通報でも、通報者と受付担当者が連絡し合える手段を備えておくことが重要 
です。 

（2） タイムリーであること 

通報者は不正を発見した場合、「何とかしなければ」という切迫した気持ちに駆られることが多く、その

ため、いつでもどこでも通報できるような窓口体制であることが望ましいです。ウェブサイト上であれば、

携帯やパソコンを通じて 24 時間 365 日通報を受け付けることも可能です。    

（3） セキュリティが強固であること 

通報者の情報が職場内に漏れないようにするためには、秘密保持が徹底された環境で通報を受け付

ける必要があります。通報を受け付ける際には、勤務時間外に個室や事業所外で面談するなどの措

置を講じ、通報者の秘密を守ることが重要です。通報内容が電子データで管理されている場合には、ア

クセスの制御、システムの脆弱性のチェック、ログイン履歴の記録などを行い、強固なセキュリティ対策

を実施する必要があります。 

（4） グローバル対応ができること 

海外子会社の内部通報体制を整備する場合は、現地のローカル言語でも通報・対応できることが望ま

しいです。また、個人情報の収集やデータの越境移転は、多くの場合、現地の個人情報保護法や労働

法による制限の対象となるため、各国の法令要件をチェックし、順守する必要があります。 

PwC の内部通報プラットフォームは、内部通報を迅速に受け付け、コミュニケーションがとれるクラウド

上のサービスです。多言語に対応しており、グローバルレベルでの導入が可能です。また、PwC のグ

ローバルネットワークを通じて、GDPR（EU 一般データ保護規則）や中国個人情報保護法などの各国

要件への対応支援も行っています。内部通報プラットフォームの詳細は、こちらをクリックしてください。 

 

 

 

https://www.pwc.com/jp/ja/services/assurance/governance-risk-management-compliance/digital-trust-service-platform/whistleblow-platform.html
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The takeaway 
 
どんなにコンプライアンス体制を整備しても、不正の発生を完全に防げる保証はありません。激しい競争社

会で生き残り、利益を生み出そうとするのが企業であり、忠実な従業員ほど、予想外のことが起きた場合に

それを隠し通そうとします。ニュースで明るみに出る不正は氷山の一角であり、報道されなくても事後処理に

追われている企業は数多く存在します。不正を予防するコンプライアンス経営はもちろん重要ですが、それ

だけでは十分と言えません。起こり得る不正に備え、実効性のある内部通報制度を整備・運用することは、

経営陣の責務と言えます。 
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